
2014.　9.　21 市役所代表　辺 ・ ・ 　返 ・ ・ 　番号間違いにご注意下さい

健
康
教
育
講
座

こ
う
す
れ
ば

あ
な
た
も
楽
し

く
運
動
で
き
る
外

生
活
の
中
に

取
り
入
れ
よ
う
外
心
と
体
が
元
気

に
な
る
運
動

　
座
位
・
立
位
・
い
す
を
使

て

で
き
る
筋
肉
運
動
や
ス
ト
レ

チ

健
康
案
内

健
康
案
内

等
を
行
い
ま
す

飲
み
物
と
タ
オ

ル
を
お
持
ち
の
う
え

運
動
し
や

す
い
服
装
と
靴
で
お
い
で
下
さ

い日
　
月
　
日

木

午
後
１
時
　

分

３
時
　
分

場
健
康
福
祉
会
館

講
東
京
医
科
大
学
八
王
子
医
療
セ

ン
タ

健
康
運
動
指
導
士
・
天
川

淑
宏
氏

定
１
０
０
人

申
し
込
み
順

申
９
月
　
日
正
午
か
ら
電
話
で
イ

ベ
ン
ト
ダ
イ
ヤ
ル

辺
７
２
４
・

５
６
５
６

へ

問
健
康
課
辺
７
２
５
・
５
１
７
８

返
７
２
５
・
５
１
９
８

そ
ら
ま
め
の
会
 

多
胎
の
会

　
母
子
健
康
手
帳
を
お
持
ち
の
う

え

直
接
会
場
へ
お
い
で
下
さ

い対
双
子
・
三
つ
子
を
育
て
て
い
る

方

出
産
予
定
の
方
や
そ
の
家
族

日
　
月
　
日

水

午
前
　
時

　
時

受
け
付
け

午
前
９
時
　

分

　
時

場
小
山
市
民
セ
ン
タ

内
保
護
者
同
士
の
交
流

情
報
交

換

手
遊
び
等

問
健
康
課
辺
７
２
５
・
５
１
２
７

返
７
２
５
・
５
１
９
８

  国
民
年
金
保
険
料
の
一
部
納
付
制

度
を受

け
た
皆
さ
ん
へ

　
国
民
年
金
の
免
除
申
請
を
行

い

４
分
の
１
・
半
額
・
４
分
の

３
の

一
部
納
付

が
承
認
さ
れ

た
場
合

一
部
納
付
保
険
料
を
納

め
る
必
要
が
あ
り
ま
す

改
め
て

納
付
書
を
お
送
り
し
ま
す
の
で

銀
行
・
郵
便
局
・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン

ス
ス
ト
ア
等
で
納
め
て
下
さ
い

　
一
部
納
付
保
険
料
を
納
め
る
こ

と
に
よ

て

一
部
納
付

が

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

承
認
さ
れ
た
期
間
は

老
齢
・
障

害
・
遺
族
基
礎
年
金
の
受
給
資
格

期
間
に
含
ま
れ

老
齢
基
礎
年
金

額
に
も
反
映
さ
れ
ま
す

期
限
内

に
納
付
し
な
か

た
場
合
は

未

納
期
間
扱
い
に
な
り

受
給
資
格

期
間
・
年
金
額
に
反
映
さ
れ
ま
せ

ん問
保
険
年
金
課
辺
７
２
４
・
２
１

２
７
返
０
５
０
・
３
１
０
１
・
５

１
５
４

八
王
子
年
金
事
務
所
辺

０
４
２
・
６
２
６
・
３
５
１
１

子
ど
も
の
医
療
費
助
成
制
度
医
療

証
の更

新
を
行
い
ま
す

医
療
証
を
郵
送
し
ま
す

　
有
効
期
間
が
平
成
　
年
９
月
　

日
ま
で
の
碓乳 
・
碓子 
医
療
証
を
お
持

ち
の
方
で
　
月
１
日
以
降
も
資

格
が
継
続
と
な

た
方

申
請
に

よ
り
新
た
に
　
月
１
日
か
ら
医
療

証
の
資
格
を
得
た
方
に

９
月
末

に
医
療
証
を
お
送
り
し
ま
す

ま

た

所
得
限
度
額
超
過
の
た
め

　
月
１
日
か
ら
の
碓子 
医
療
証
の
資

格
を
得
ら
れ
な
か

た
方
に
は

資
格
消
滅
通
知
書

を
お
送
り

し
ま
し
た

９
月
末
ま
で
に
医
療

証
ま
た
は
通
知
書
が
届
か
な
か

た
場
合
は
ご
連
絡
下
さ
い

該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
は
申

請
を
　
碓乳 
医
療
証
は

保
護
者
の
所
得

制
限
が
あ
り
ま
せ
ん

現
在
お
持

ち
で
な
い
方
は

交
付
申
請
の
手

続
き
を
し
て
下
さ
い

　
碓子 
医
療
証
は
保
護
者
の
所
得
制

限
が
あ
り
ま
す

制
度
に
該
当
す

る
と
思
わ
れ
る
場
合
は

早
め
に

交
付
申
請
の
手
続
き
を
し
て
下
さ

い※
 生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
る

方
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん

問
子
ど
も
総
務
課
辺
７
２
４
・
２

１
３
９
返
０
５
０
・
３
１
０
１
・

８
３
７
７

ご
意
見
を
募
集
し
ま
す

境
川
水
系
の
河
川

整
備
計
画
原
案

　
都
は

現
在

境
川
水
系
の
河

川
整
備
計
画
の
策
定
を
進
め
て
い

ま
す

こ
の
た
び

計
画
書

原

案

を
作
成
し
ま
し
た
の
で

閲

覧
と
意
見
募
集
を
行
い
ま
す

閲
覧
・
募
集
期
間
９
月
　
日

木

　
月
　
日

金

の
平
日
午
前

９
時

午
後
５
時

閲
覧
場
所
下
水
道
総
務
課

市
庁

舎
８
階

東
京
都
南
多
摩
東
部

建
設
事
務
所
工
事
課

中
町
１

　

　

※
東
京
都
建
設
局
の
ホ

ム
ペ

ジ
で
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す

提
出
方
法
直
接
東
京
都
南
多
摩
東

部
建
設
事
務
所
工
事
課
へ

東
京

都
建
設
局
の
ホ

ム
ペ

ジ
で
提

出
も
可

※
電
話
に
よ
る
意
見
募
集
は
行

て
い
ま
せ
ん

問
東
京
都
建
設
局
河
川
部
計
画
課

辺
　
・
５
３
２
０
・
５
４
１
５

町
田
市
下
水
道
総
務
課
辺
７
２
４

・
４
２
９
０
返
０
５
０
・
３
１
６

１
・
６
４
４
８

分
譲
マ
ン
シ

ン

管
理
セ
ミ
ナ

対
分
譲
マ
ン
シ

ン
の
管
理
組
合

役
員

区
分
所
有
者
等

日
　
月
　
日

日

午
後
１
時
　

分

５
時

場
市
民
協
働
お
う
え
ん
ル

ム

市
庁
舎
２
階

内
講
演
会

マ
ン
シ

ン
の
長
寿

命
化
に
つ
い
て
考
え
る

再
生

改
善

と
積
極
的
な
管
理

動

的
管
理

へ
の
指
針

グ
ル

プ
討
議

個
別
相
談
会

講
関
東
学
院
大
学
名
誉
教
授
・
山

本
育
三
氏

定
　
人

申
し
込
み
順

申
電
話
で
建
物
住
宅
対
策
課

辺

７
２
４
・
４
２
６
９

へ

Ｆ
Ａ

Ｘ
で
の
お
問
い
合
わ
せ
は
返
０
５

０
・
３
１
６
１
・
６
１
０
９
へ

お
　

詫
　

び

　
本
紙
９
月
　
日
号
１
面
掲
載

い
つ
ま
で
も
い
き
い
き
と
　

９
月
　
日
は
敬
老
の
日

の
記

事
中
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た

正
し
く
は

９
月
　
日
は
敬
老

の
日

で
す

訂
正
し
て
お
詫

び
し
ま
す

問
広
報
課
辺
７
２
４
・
２
１
０

１
返
７
２
４
・
１
１
７
１

申し込み定　員会　場日　時会議名
事前に電話で総務課（辺 ・
）へ

人
（申し込み順）

市庁舎 階会
議室 －

月 日（月）
午後 時から

町田市外郭団
体監理委員会

会議当日に教育総務課（市庁舎
階、辺 ・ ）で受け付け

市庁舎 階会議
室 － ～

月 日（金）
午前 時から

町田市教育委
員会定例会

事前に電話で高齢者福祉課（辺
・ ）へ

人
（申し込み順）

市庁舎 階会
議室 －

月 日（金）
午後 時～ 時

町田市高齢社
会総合計画審
議会

町田市職員募集
（ 年 月採用予定）

問職員課辺 ･
社会人経験者対象一般事務職（Ⅰ類大学卒程度）職　種
若干名募集人員
次の つの要件をすべて満たす方
① （昭和 ）年 月 日から （昭和 ）
年 月 日までに生まれた方
②民間企業等における職務経験を （平成 ）
年 月 日から （平成 ）年 月 日まで
の間に 年以上有する方
※職務経験について
・「民間企業等における職務経験」には、会社
員、自営業者、公務員等としての経験が該当し
ます。
・「 年以上」とは、それぞれの企業・団体等で
週 時間以上の勤務を 年以上継続し、これら
の経験が通算で 年以上であることを要しま
す。
・職務経験の詳細については、「採用試験実施要
項」をご覧下さい。

受験資格

○郵送受付
月 日（月）まで
○ 次試験　書類選考
○ 次試験日　 月 日（日）予定
※書類選考合格者のみ対象

日程等

．地方公務員法第 条の欠格条項に該当する方は受験でき
ません。
．試験は活字印刷文で行います。
．試験実施要項をよくお読みのうえ、お申し込み下さい。
※試験実施要項と受験申込書等は町田市ホームページでダウ
ンロードできます。また、市庁舎、各市民センターでも配布して
います。

所得限度額扶養人数

万円人

万円人

万円人

万円人

人増えるごとに 万円加算

月の母子健康案内　お気軽にご相談下さい 問健康課辺 ・ 返 ・
内　容／その他時　間開催日会　場対　象事業名

妊娠中の過ごし方、歯の
衛生、栄養と食生活午後 時 分～

時

日（金）

健康福祉会館
～ 週の

妊婦とその
夫

もうすぐママ・パパのための
ぷれぴよクラス（母親学級）

― 日間コース―
（申し込み制）

申電話でイベントダイヤル
　（辺 ・ ）へ

母乳の話、お産のときの
リラックス法日（金）

もく浴実習、妊婦体験、
新生児の保育体験午後 時～ 時日（土）

離乳食の話と試食（各日
とも同一内容）

午前 時 分～
時 分

日（月）、 日
（金）

初
期

健康福祉会館

～ か月
児の保護者

離乳食講習会
（申し込み制）

申電話でイベントダイヤル
（辺 ･ ）へ（後期の
申し込みは 月 日から）

離乳食後期の話と試食、
歯の話（各回とも同一内
容）

①午前 時 分
～ 時 分②午
前 時～正午

日（水）後
期

～ か月
児の保護者

身長･体重測定、保育相
談、栄養相談、歯科相談、
母親のからだの相談

受け付け＝午前
時 分～ 時
分、午後 時
分～ 時

日、 日、 日
（月）健康福祉会館

か月以上
の未就学児
とその保護
者

乳幼児・母性相談
※母子手帳をお持ちのうえ、
直接会場へおいで下さい。

日（木）鶴川分館
日（金）子どもセンターばあん

日（水）町田リサイクル文化セン
ター

調理実習、会食、妊娠中
の食生活の話費 円（食
材費）

午前 時～午後
時日（水）健康福祉会館～ 週の

妊婦

プレママクッキング
（申し込み制）

申電話でイベントダイヤル
　（辺 ･ ）へ

※扶養人数は平成 年度（ 年分）の
ものです。
※左記の所得限度額表は、一律控除額
万円を加算して表示しています。
※所得（給与収入の場合は給与所得控
除後の金額）から控除可能なものを控
除した金額が制度上の所得額です。控
除可能なものは、町田市ホームページ
をご覧いただくか、子ども総務課へ。

碓子 医療証　平成 年度　所得限度額表

　
２
０
１
５
年
４
月
か
ら

子

ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度

が

始
ま
り
ま
す
制
度
の
内
容
幼
稚

園
・
保
育
園
・
認
定
こ
ど
も
園
・
家

庭
的
保
育
者

保
育
マ
マ

の
入

園
手
続
き
等
に
つ
い
て

利
用
者

向
け
の
説
明
会
を
開
催
し
ま
す

※
直
接
会
場
へ
お
い
で
下
さ
い

日
①
　
月
３
日

金

②
　
月
　

日

木

③
　
月
　
日

金

い
ず
れ
も
午
前
　
時

　
時
　
分

場
①
②
町
田
市
民
フ

ラ
ム
ホ

ル
③
和
光
大
学
ポ
プ
リ
ホ

ル

鶴
川
ホ

ル

※
駐
車
場
は
あ
り
ま
せ
ん

問
子
育
て
支
援
課
辺
７
２
４
・
２

１
３
７
返
０
５
０
・
３
１
０
１
・

９
４
５
９

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度

利
用
者
説
明

利
用
者
説
明
会会

茄
荷

禾
禾
禾
禾
禾
禾
禾
禾
禾
禾
禾
禾
禾
禾
禾
禾
禾
禾
禾
禾
禾
禾

茄 荷禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾

茄 荷禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾


